
 

令和４年度税制改正に関する要望 
 

 

固定資産税の安定的確保  

(1) 固定資産税は、収入の普遍性・安定性に富む、町村財政にお 

ける基幹税目であることから、税収が安定的に確保できるよ

う、制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行わないこと。 

(2) 特に、土地に係る固定資産税の課税基準額を令和２年度と同額

とする負担調整措置については令和３年度限りとするととも

に、令和４年度以降は、負担の均衡化に向けた既定の負担調整

措置を確実に行うこと。 

(3) 土地の税負担軽減措置等について、税負担の公平性や市町村の

基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、引き続き検討

し所要の見直しを行うこと。 

(4) 土地・家屋と一体となって生産活動に使われている償却資産に

係る固定資産税については、現行制度を堅持すること。 

(5) 平成 30 年度において「生産性革命」の一環として創設された

償却資産の減税特例制度については、国の経済対策等の手段と

して対象範囲の拡大などを行わないようにするとともに、期限

の到来をもって確実に終了すること。 

 

 

ゴルフ場利用税の断固堅持  

ゴルフ場利用税（交付金）は税収の７割がゴルフ場所在市町村 

に交付され、特に財源に乏しく山林原野の多い市町村において極め

て貴重な財源となっている。所在市町村においては、アクセス道路

の整備・維持管理や災害防止対策、農薬・水質調査等の環境対策、

消防・救急などゴルフ場特有の行政需要に対応しており、地域振興

を図る上でも不可欠な財源となっている。ゴルフ場利用税に代わる

恒久的かつ安定的な財源はありえず、現行制度を断固堅持するこ

と。 


